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【国際特許分類】
   Ｃ１０Ｇ  25/03     (2006.01)
   Ｃ１０Ｇ  21/14     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  11/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  15/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/12     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/34     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１０Ｇ   25/03     　　　　
   Ｃ１０Ｇ   21/14     　　　　
   Ｂ０１Ｄ   11/04     　　　Ｃ
   Ｂ０１Ｄ   15/00     １０１Ｚ
   Ｂ０１Ｄ   15/00     　　　Ｇ
   Ｂ０１Ｄ   15/00     　　　Ｋ
   Ｂ０１Ｊ   20/12     　　　Ａ
   Ｂ０１Ｊ   20/34     　　　Ｃ
   Ｂ０１Ｄ    3/00     　　　Ｂ
   Ｂ０１Ｄ    3/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和3年8月30日(2021.8.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱分解油を処理する方法であって、
　前記油の極性を非極性溶媒で調整することと、
　不要な成分を粘土に結合させることと、
　前記非極性溶媒にクリーンな油を溶出させることと、
　前記油から前記非極性溶媒を分離することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記非極性溶媒としてアルカンを使用することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　４乃至１０個の炭素を含むアルカンからなる群から選択されるアルカンを使用すること
を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　４乃至１０個の炭素を含むアルカンからなる群から選択される２種以上のアルカンの混
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合物を使用することを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記油及びアルカンを混合させて極性を調整することを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記油及びアルカンを、好ましくは油対アルカンが約１：２乃至１：３０の比で混合さ
せることを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記油及びアルカンを混合させた後、それを少なくとも３０分間放置させて沈殿させる
ことを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記油からの前記溶媒の分離を蒸発によって行うことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記粘土としてアタパルジャイトを使用することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記処理のサイクルの前に、前記粘土を活性化することを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記粘土と油の重量比が約４：１乃至２０：１であることを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記油の前記処理の次のサイクルを行う前に、前記粘土を浄化することを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項１３】
　極性溶媒を使用して前記粘土を浄化することを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記不要な成分を粘土に結合させる処理を行う際にカラムを使用することを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１５】
　カラム空隙容量１リットルにつき毎時約０．１乃至０．６リットルのカラム流量で、前
記カラムを通る前記油－アルカン混合物の流れを生じさせることを含む、請求項１４に記
載の方法。
【請求項１６】
　熱分解油を処理するための装置であって、
　前記熱分解油と非極性溶媒の混合物を収容するための第１の容器と、
　前記非極性溶媒を蒸発させるための加熱器と、
　蒸発した前記非極性溶媒を収容して凝縮するための第１の凝縮器と、
　前記凝縮器から凝縮された蒸気を受け取り、それから前記非極性溶媒を第２の容器へと
溶出させるための粘土カラムと、
を含む装置。
【請求項１７】
　熱分解油を処理するための装置であって、
　前記油と非極性溶媒の混合物を保持するための第１の容器と、
　前記混合物を収容するための粘土カラムと、
　前記粘土カラムを通過する前記混合物を収容するための第２の容器であって、前記油は
蒸発しないが、前記混合物を前記非極性溶媒が蒸発する温度まで加熱するように構成され
た第２の容器と、
　前記蒸気を凝縮する凝縮器と、
　前記第２の容器に油のみが残るまで前記凝縮された蒸気を収容するための第３の容器と
、
　運転サイクルの後、粘土浄化材料を前記粘土カラムに送る送達手段と、
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を含む、装置。
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